
（参照条文）

○ 農薬取締法（昭和23年法律第82号）（抄）

（報告及び検査）

第十三条 農林水産大臣又は環境大臣は製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者又は

除草剤販売者に対し、都道府県知事は販売者に対し、第二条第一項、第三条第一項、第

六条の二第三項、第六条の三第一項、第六条の四第一項、第七条、第九条第一項及び第

二項、第九条の二、第十条の二、第十条の四、第十一条、第十二条第三項、第十二条の

二第一項並びに第十四条第一項及び第二項の規定の施行に必要な限度において、農薬の

製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売に関し報告を命じ、又はそ

の職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料若しくは除草剤

を集取させ、若しくは必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは

使用若しくは除草剤の販売の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させるこ

とができる。ただし、農薬若しくはその原料又は除草剤を集取させるときは、時価によ

つてその対価を支払わなければならない。

２ （略）

３ 第一項に定めるもののほか、農林水産大臣又は環境大臣は製造者、輸入者若しくは農

薬使用者又は除草剤販売者に対し、都道府県知事は販売者又は水質汚濁性農薬の使用者

に対し、この法律を施行するため必要があると認めるときは、農薬の製造、加工、輸

入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売に関し報告を命じ、又はその職員にこれら

の者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料若しくは除草剤を集取させ、若

しくは必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除

草剤の販売の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。た

だし、農薬若しくはその原料又は除草剤を集取させるときは、時価によつてその対価を

支払わなければならない。

４ 第一項又は前項の場合において、第一項又は前項に掲げる者から要求があつたとき

は、第一項又は前項の規定により集取又は立入検査をする職員は、その身分を示す証明

書を示さなければならない。

（国内管理人に係る報告及び検査）

第十五条の三 農林水産大臣又は環境大臣は、国内管理人に対し、その業務に関し報告を

命じ、又はその職員に必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ

ることができる。

２ 農林水産大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、検査所に、必要な

場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

３ 第十三条第四項の規定は第一項の規定による立入検査について、第十三条の二第二項

から第四項までの規定は前項の規定による立入検査について、それぞれ準用する。

○農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令（昭和46年総理府・農林省

令第２号）（抄）

（身分を示す証明書の様式）

第二条 法第十三条第四項（法第十五条の三第三項において準用する場合を含む。）の規

定による職員の証明書は、別記様式とする。


